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2025年7月1日施行の輸出入税法、付加価値税法、関税
法の重要な改正と補足

2025年6月25日、国会は、以下の法律を改正及び補足する法案を可決しました。近頃の企業の関心が高い

内容を中心に、入札に関する法律；官民パートナーシップの形式による投資に関する法律；関税に関する

法律；付加価値税（「VAT」）に関する法律；輸出入税に関する法律；投資に関する法律；公共資産の管

理と使用に関する法律において、多くの改正・補足がなされています。

発効日: 2025年7月1日

このアラートにおいて、デロイトベトナムは、輸出入税法、付加価値税法、および関税法に関する以下の

改正および補足について解説致します。

✓ みなし輸出入取引（On the spot）；

✓ 0%のVAT率の適用範囲についての補足；

✓ 認定経済事業者（AEO）制度の改正；

✓ 輸入関税免除の適用範囲の拡大。

On the spotに関する調整規則は、様々な提案に対する公開協議と検討期間を経た結果、以下のとおり補足第

47a条に基づき、改正・補足された税関法に正式に組み込まれました。

On the spot の定義

「On the spotとは、ベトナム企業と外国貿易業者との間の販売、加工、リースまたは借入契約に基づい

て、外国貿易業者が指定したベトナム国内において引渡し・受取りが行われる取引をいう。」⇒ベトナ

ムでの拠点の有無についての条件が外れています

経過措置の適用

上記の規則は、改正および補足された税関法の発効日より前に登録されまだ完了していない税関申告に

適用されるものとしています。

みなし輸出入取引（On the spot）1

改正関税法第47a条に規定

https://www2.deloitte.com/vn/en/pages/tax/articles/tax-newsletters.html
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認定事業者 (AEO) 制度に関する改正

関税法第42条に基づく税関におけるAEO制度の規定が、以下のとおり改正されています。

AEOの資格要件の緩和

科学技術省（MOST）が公表した特定企業に対して、AEO資格の要件が緩和（以下2つが免除）されまし

た：（1）「2年間連続して関税および税に関する規則を遵守すること」及び（2）「年間輸出入取引額の

最低額に関する基準」。特定企業には以下が含まれます：

✓ ハイテク企業；

✓ ハイテク製品の製造プロジェクトを実施する新設企業；

✓ 戦略的技術プロジェクトを実施する企業；

✓ 主要なデジタル技術製品の製造プロジェクト、または半導体チップの研究、開発、設計、製造、パッ

ケージング、およびテストに関連するプロジェクト、またはAIデータセンターを開発するプロジェク

トを実施する企業；

✓ 半導体産業に直接提供される部品（製品）の製造プロジェクトを実施する企業。

科学技術省（MOST）発行のリストに記載された輸出入ハイテク製品等に対するAEO制度

MOSTが発行したリストに基づき、半導体、ハイテク、戦略的技術、および主要なデジタル技術に関連す

る輸出入製品にAEO制度が適用されることになりました。

3

改正関税法第42条の改正及び補足に関する規定

0%のVAT率の適用範囲についての補足

付加価値税法第9条第1項aの規定が改正・補足され、「みなし輸出入取引商品」が0%の付加価値税の対象と

なる輸出商品に含まれるようになりました。

改正付加価値税法第9条第1項a基づき改正・補足された規定

2

2025年7月1日施行の輸出入税法、付加価値税法、関税
法の重要な改正と補足
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輸入関税免除の適用範囲の拡大

輸入関税免除の規定は、輸出入税法第16条、第18条および第21条に基づき改正及び補足されています。具体

的には、科学技術、イノベーション、およびデジタル技術産業の発展の目的となる輸入品に対して適用され

ることになりました。具体的には以下が含まれます：

✓ 上記目的に直接使用される機械、設備、専門予備部品、材料、文書、および科学出版物；

✓ 関連投資プロジェクトの固定資産の輸入；

✓ 科学技術組織またはハイテク企業の新規または拡大投資プロジェクト内で5年以内に研究または生産活動

を開始する原材料、供給品、および部品の輸入；

✓ 国内でまだ生産されていないデジタル技術製品の生産に直接使用される原材料、供給品、および部品の輸

入；また、研究開発センターによる研究・試験生産用として輸入されたもの。

4

輸出入関税に関する法律の第16条第18項及び第21項に基づく規定の改正及び補足

2025年7月1日施行の輸出入税法、付加価値税法、関税
法の重要な改正と補足
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デロイトの推奨事項

✓ On the spotの新しい定義は、2025年7月1日以降、税関および税務関連の手続上のボトルネックの大部

分に対処しています。新しい規則では、政令第08/2015/NĐ-CP号の発効日以降に発生した未解決の状

況（VAT還付等）に遡及適用が認められるかどうか、またはどのように対処するかは規定されていませ

ん。必要に応じて企業は、過去に発生した取引の取扱いについて管轄当局に相談することをご検討下さ

い；

✓ AEO制度は、科学技術省が発行する公式リストに指定されている半導体産業、ハイテク、戦略技術、お

よび主要なデジタル技術に関連する輸出入品にのみ適用されることが予想され、他のビジネス目的に奉

仕する商品に適用される可能性は低いと思われます。新しい規制をタイムリーに認識、適用することが

重要な成功要因となります；

✓ 改正および補足された法律に関する詳細なガイダンスは、政令および省令により提供されます。法律レ

ベルでの法的規定を参照するだけでなく、企業は近い将来に発行される予定のガイダンスをフォロー

アップすることをお勧めします；

✓ 異なる地域や関連機関間で規制の解釈や適用に一貫性がないため、現実的な課題が生じる可能性があり

ます。企業は税関局や税務局、または信頼できるアドバイザーに相談することをお勧めします；

✓ デロイトベトナムの税関およびグローバルトレードの専門家は、輸出製造会社、輸出加工企業、および

AEO企業に関して、幅広い知識と経験を備えています。上記の規制に関してご不明な点がありましたら

遠慮なくご連絡ください。

デロイトの推奨事項
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